平成２７年　　月　　日
従業員様及び扶養親族の皆様へ
（会社名）　　　　　　　　　　　　　　
（代表者名）　　　　　　　　　　　　　
個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)利用目的に関する通知書
　平成２８年（２０１６年）１月から、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（いわゆるマイナンバー法）が施行されます。
　マイナンバー法上、弊社をはじめとした各企業は法人・個人事業を問わず『個人番号関係事務実施者』に該当し、給与支払事務や社会保険事務等の都合上、従業員様（及び扶養親族様）の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)を利用することが認められております。
つきましては、下記1が弊社における個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）の利用目的ですのでご通知いたしますと共に、下記2の書類の提出をお願い致します。
以上、何卒ご理解ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
記
1.　個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）の利用目的
①給与所得・退職所得の源泉徴収事務
②地方税に関する事務
③雇用保険法に関する事務
④健康保険法・厚生年金保険法に関する事務
⑤労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
⑥国民年金法第３号被保険者制度に関する事務
2.　弊社へのご提出書類　　提出期限：平成27年10月31日
『マイナンバー通知書』のコピー　（貴殿および貴殿の扶養親族様分）
＜ご注意点＞
①『マイナンバー通知書』は、平成27年10月上旬、皆様の住民票の住所地へ届きます。
貴殿または貴殿の扶養親族様が、住民票とは別の住所にお住いの場合はご注意下さい。
②マイナンバー法上、正社員・パート・アルバイトを問わず全ての従業員様は勤務先へ
個人番号（マイナンバー）を通知して頂く義務がございます。
以上
